
設立者

酒田市立酒田病院
（400床）

県立日本海病院
（528床）

＜再編の概要＞

・H20に県立病院と市立病院が統合し
て地方独立行政法人山形県・酒田市病
院機構を設立。日本海総合病院で急性
期、酒田医療センターで回復期・慢性
期を担当し役割分担。

・H30に市立八幡病院を無床化。ほか、
酒田市運営の5診療所を機構へ統合。

再編前

（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構（H20.4～））

日本海総合病院
（646床）

酒田医療センター（114床）
（H30.4～日本海酒田
リハビリテーション病院）

役割分担

再編後

（H30.４～）
酒田市立八幡病院（46床）
を無床診療所化したほか
酒田市運営の５診療所を
同機構に統合

地方独立行政法人の活用による医療機関再編の例 【山形県・酒田市病院機構】

急性期
回復期・慢性期

＜組織形態＞

山形県知事 酒田市長
＜協議＞

病院機構
理事長

＜任命＞
中期目標に基づく指示、
業務実績評価等

評価委員会
（附属機関）

＜意見＞

【運営協議会】 ■構成員
山形県、酒田市、病院機構

■協議事項
地独法に基づく中期目標、中期計画及び
年度計画等に関すること、その他病院機
構の業務運営に係る重要課題

＜協議＞

R4.9.1現在 630床

参考資料１

＜再編の概要＞

・H7に県と２市２町において置賜広域病
院組合を設立し、圏域内の病院を再編。

・H12開院の新病院（公立置賜総合病院）
に急性期医療を集約し、２病院２診療所で
主に回復期・慢性期を担い機能分担。

・H29に置賜広域病院企業団に改組すると
ともに、公立置賜総合病院への精神病床の
統合などの病床再編を実施。

川西町立病院
（98床）

南陽市立総合病院
（251床）

置賜広域病院組合
H29.4～置賜広域病院企業団

長井市立総合病院
（463床）

再編前 再編後（H12～）

公立置賜長井病院
（110床→H30.4～50床）

飯豊町中央診療所
（無床）

公立置賜南陽病院
（50床）

飯豊町
国保診療所
（無床）

公立置賜
川西診療所
（無床）

（H30.４～）
長井病院精神病床（60床）
を廃止し、総合病院に統合
（R1.7～）
総合病院で病床再編し、
一般病床24床を廃止

公立置賜総合病院
（520床→R1.7～496床）

急性期

回復期・慢性期
回復期・慢性期

一部事務組合の活用による医療機関再編の例 【置賜広域病院企業団】

構成団体（県・２市２町）の長

【運営協議会】
■構成員
企業長、２市２町の長、県健康福祉部長
■協議事項
企業団の経営方針、予算、決算、条例
の制定・改廃、医療施設の運営に関す
る重要事項など

企業長（経営責任者）

＜提案＞ 企業団議会
（県・２市２町議会
選出議員１５名）

＜議決＞

＜共同任命＞
＜協議＞

＜組織形態＞


